
　　（直通）電話０９６－２３３－００３３　　　

  (１) 申込期間

１　開催日時

２　場所

　　※詳細（手数料、申込書の配布等）についてはお問い合わせください。

５　申込書の提出場所

　　熊本県菊池郡菊陽町大字辛川２６５５番地

　　　 午前１０時から午後４時までの間

　　   令和８年１月７日（水）から令和８年１月２２日（木）まで（熊本県の休日を定める条例

       午後１時３０分から午後４時まで

　　   運転免許センター３階   ３０８講習室

　　　 イ　 アの者が補充講習の内容を伝達することによる講習（伝達補充講習）を終了した者

  (１) 一般受講者

　　　　（平成元年熊本県条例第１０号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。）

４　申込期間等

　　熊本県警察本部交通部運転免許課高齢運転者等支援一係
　　代表電話０９６－２３３－０１１０　内線３８４　　　

認知機能検査員講習の開催について

　　　 なお、重複する講習項目を省略する場合には、自動車安全運転センターが実施した研修、
　　補充講習又は伝達補充講習を終了した旨が記載されている書面を確認すること。

  (２) 一部免除者

　　令和８年１月２６日（月）

       午前１０時から午後４時まで

  (２) 申込時間

　　　 ア　 認知機能検査の導入に当たり自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導
          員補充講習を終了した者

　　　 エ 　平成21年４月１日から平成25年３月31日までの間に自動車安全運転センターが実施
           した新任運転適性指導員研修又は運転適性講習指導員研修を終了した者

　　熊本県菊池郡菊陽町大字辛川２６５５番地

　　　 ウ   平成21年４月１日から平成22年３月31日までの間に自動車安全運転センターが実施
           した高齢者講習指導員研修を終了した者

  (２) 一部免除者

３　受講対象者

  (１) 一般受講者

       ２１歳以上の者であって、認知機能検査員講習の受講を希望する者

　　　 次の講習等を終了した者は、「高齢者と認知症の実態及び基礎理論」及び「高齢運転者対
    策の概要」を受講しているので、認知機能検査員講習の講習項目と重複することから、当該
    講習項目を省略することができる。


